
年月 地方自治制度 

昭和 22年 

（1947） 

○地方自治法制定（4月 17日公布） 

東京都制・道府県制・市制・町村制を統合し、知事以下の都道府県職員の身分を官吏から地方公務員へ 

○日本国憲法とともに、地方自治法が施行（5月 3日施行） 

昭和 25年 

（1950） 

○地方自治法改正 

直接請求の手続の整備 

昭和 27年 

（1952） 

○地方自治法改正 

１ 都道府県、市町村の執行機関の組織の簡素化 

２ 簡易な共同処理方式の導入 

３ 内閣総理大臣・都道府県知事に勧告権を付与 

４ 特別区長の公選制を廃止 

昭和 31年 

（1956） 

○地方自治法改正 

１ 都道府県と市町村間の地位・機能の明確化 

２ 議会の定例会と常任委員回数の制限 

３ 都道府県の部局の制限 

４ 内閣総理大臣、都道府県知事の適正な事務処理の確保措置に関する規定 

５ 指定都市制度創設 

昭和 38年 

（1963） 

○地方自治法改正 

地方財務会計制度の整備、地方開発事業団の創設 

昭和 49年 

（1974） 

○地方自治法改正 

１ 東京都特別区長公選制の採用 

２ 都と特別区の事務配分、都の配属職員制度の廃止 

３ 複合事務組合の創設 

平成 3年 

（1991） 

○地方自治法改正 

１ 機関委任事務制度の見直し（職務執行命令訴訟制度・長の罷免の廃止） 

２ 議会運営委員会等の設置 

３ 公の施設の管理委託制度の充実 

平成 5年 

（1993） 

○地方自治法改正 

地方六団体の意見具申権 

平成 6年 

（1994） 

○地方自治法改正 

中核市制度及び広域連合制度の創設 

平成 9年 

（1997） 

○地方自治法改正 

外部監査制度の導入 
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平成 10年 

（1998） 

○地方自治法改正 

１ 特別区を「基礎的な地方公共団体」として位置付け 

２ 特別区の自主性・自立性の強化 

３ 都から特別区への事務の移譲（清掃事務等） 

平成 11年 

(1999) 

○地方自治法改正 

１ 機関委任事務制度の廃止と自治事務及び法定受託事務の創設  

（1）機関委任事務制度を廃止するため、関連規定を削除・改正 

（2）地方公共団体の役割と国の配慮に関する規定の創設 

（3）自治事務及び法定受託事務の定義の創設 

（4）条例制定権、議会の検査・調査、監査委員の監査等の規定の整備 

（5）手数料の条例化、国の財源措置義務規定の整備 

２ 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のルール  

（1）関与の基本原則：関与の法定主義、関与の必要最小限の原則 

（2）関与の基本類型の設定 

（3）地方自治法に基づき行うことができる関与についての規定の整備 

（4）法定受託事務に係る処理基準の設定 

（5）関与の手続ルールの整備 

３ 国・都道府県の関与についての係争処理制度の創設  

（1）国地方係争処理制度の創設 

（2）自治紛争調停制度を拡充し、自治紛争処理制度として再構成 

（3）関与に関する訴訟制度の創設 

４ 都道府県と市町村の新しい関係  

（1）都道府県の処理する事務を再構成 

（2）条例による事務処理の特例制度の創設 

５ 地方行政体制の整備  

（1）議員定数制度の見直し 

（2）議案提出要件及び修正動議の発議要件の緩和 

（3）中核市の要件緩和 

（4）特例市制度の創設 

平成 14年 

(2002) 

○地方自治法改正 

１ 直接請求の要件緩和等 （解散・解職の直接請求の署名収集要件の緩和等） 

２ 住民訴訟制度等の充実 （訴訟類型の再構成（被告：長や職員個人→執行機関）等） 

３ 中核市の指定要件の緩和 

４ 地方議会制度の充実 （議員派遣についてその根拠及び手続を明確化等） 

 

平成 15年 

(2003) 

○地方自治法改正 

１ 指定管理者制度の導入 

２ 都道府県の局部数の法定制度の廃止 

 



平成 16年 

(2004) 

○地方自治法改正 

１ 地域自治区の創設 

２ 都道府県の自主的合併手続等の整備 

３ 議会の定例会の招集回数の自由化 

４ 条例による事務処理特例の拡充 

５ 財務会計制度の見直し （長期継続契約の対象範囲拡大、支出命令の簡素化） 

平成 18年 

(2006) 

○地方自治法改正 

１ 出納長・収入役制度の廃止等 （出納長・収入役の廃止、市町村の助役を副市町村長へ） 

２ 監査委員定数の増加の自由化 

３ 地方六団体への情報提供制度の導入 

４ 吏員の廃止 

５ 財務会計制度の見直し （クレジットカード納付、行政財産の貸付範囲の拡大 等） 

６ 議会制度の見直し（臨時会の招集請求権を議長へ付与、委員会の議案提出権の創設 等） 

７ 中核市要件の緩和 

平成 23年 

(2011) 

○地方自治法改正 

１ 議員定数の法定上限の撤廃 

２ 議決事件の範囲の拡大 

３ 行政機関等の共同設置の対象の拡大 

４ 全部事務組合等の廃止 

５ 地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止 

６ 直接請求制度の改正（請求代表者の資格制限の創設等） 

平成 24年 

(2012) 

○地方自治法改正 

１ 条例による通年会期の選択制度の導入 

２ 臨時会の招集権を議長へ付与 

３ 議会運営に係る法定事項の条例委任等 

４ 議会の調査に係る出頭等の請求要件の明確化（議員修正） 

５ 政務調査費制度の改正（議員修正） 

６ 議会と長との関係の見直し（再議制度、専決処分制度等） 

７ 直接請求の要件緩和（解散・解職に必要な署名数要件の緩和） 

８ 国等による違法確認訴訟制度の創設 

９ 一部事務組合等からの脱退手続きの簡素化等 

平成 26年 

(2014) 

○地方自治法改正 

１ 指定都市制度の見直し 

（区の分掌事務に係る条例制定、総合区制度の創設、指定都市都道府県調整会議の設置） 

２ 中核市制度と特例市制度の統合 

３ 新たな広域連携（連携協約、事務の代替執行）の制度の創設 

４ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 

 



平成 29年 

(2017) 

○地方自治法改正 

１ 内部統制に関する方針の策定等 

２ 監査制度の充実強化 

３ 決算不認定の場合における長から議会への報告規定の整備 

４ 地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等 

 


